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(57)【要約】
【課題】　再塗装時の縁切り作業を不要とし、縁切り部
材が挿入された外周部に荷重を作用させても屋根材を破
損する恐れのない縁切り部材を提供する。
【解決手段】　縁切り部材６は、屋根材１の横方向の継
目５を挟んで載置する一対の帯板７，７と、この帯板７
の先端を連結する頭部８からなる。頭部８は繋ぎ部９と
前方下板１０及び後方下板１１を有する。後方下板１１
と帯板７との間には屋根材１を挿入し得る間隙を設ける
。帯板７は重ね合わせ部で上側屋根材１の軒先側小口部
１ａから下側屋根材１の棟側小口部１ｂに至る長さを有
する。頭部８は、整列する屋根材１の谷底に当たる棟側
小口部１ｂに係止する構成であるので、新築時に設置す
ることが容易であり、しかも設置した後のずれが生じに
くい。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面を塗膜で被覆する平板スレート系屋根材の再塗装時に屋根材小口部の塗膜が隙間を塞
ぐのを防止するため屋根材の重ね合わせ部に挿入する縁切り部材において、前記屋根材の
横方向継目を挟んで載置する一対の帯板と、この帯板の先端にあって隣接する前記屋根材
の棟側小口部に係止する頭部を備えることを特徴とする縁切り部材。
【請求項２】
前記頭部は、前記帯板を突出し前方を山形に形成する繋ぎ部と、この繋ぎ部の下面にあっ
て前方及び後方に突出する下板を有し、この下板と帯板との間に前記屋根材の棟側小口部
を挿入することを特徴とする請求項１記載の縁切り部材。
【請求項３】
前記頭部は、再塗装時の屋根材小口部の隙間に差し込み可能な厚みであって、前記帯板を
突出し前方を山形に形成する繋ぎ部と、この繋ぎ部の下面にあって前方及び後方に突出す
る下板を有し、この下板と帯板との間に押込み用薄板冶具を差し込むことを特徴とする請
求項１記載の縁切り部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、平板スレート系屋根材の再塗装時に屋根材小口部の塗膜が隙間を塞ぐのを
防止するための縁切り部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　平板スレート系屋根材はコロニアル（登録商標）とも称されており、砂、セメント、石
綿を高温圧縮したスレート素材の表面に防水塗料を塗った屋根材で、軽量で施工性に優れ
ているため、戸建住宅等に広く使用されている。
【０００３】
　この屋根材は、年数と共に表面の塗膜が劣化し、素材面が剥き出しの状態になることが
多い。スレート素材の下地が剥き出しになると防水性が衰えて水分を含みやすくなり、反
りやたわみが発生したり、破損しやすくなる。このため、一般に７年～１０年位の周期で
再塗装を行なっている
【０００４】
　平板スレート系屋根材は野地板に横方向一列に載置して釘止めした後、縦横所定間隔に
ずらしながら重ね合わせて配列しているが、屋根材の水平方向の重ね合わせ部に形成され
る隙間は僅かであるため、再塗装時にこの隙間が塗膜で密閉されてしまうと、屋根材の横
方向継目部から浸入した雨水は水平方向の重ね合わせ部より排水できなくなってしまう。
【０００５】
　屋根材裏面に浸入した雨水は、野地板を貫通する釘を伝って雨漏りの原因となったり、
又滞留する雨水が長期間放置されると、野地板や建物上部の構造を腐朽させる原因にもな
った。
【０００６】
　又、平板スレート系屋根材は天井裏に熱気が篭り易く、重ね合わせ部の隙間を確保して
おかないと、通気性が妨げられ、屋根材裏側の結露水が蒸発できなくなり野地板が腐る原
因ともなっていた。
【０００７】
　このため、再塗装時に重要なのが、重ね合わせ部を覆った塗膜の縁切り作業で、従来は
、塗装後にカッターなどで縁切りが行なわれていたが、屋根材を損傷させる恐れや、仕上
げた塗膜を汚す、傷つけるといった不具合の他、塗料性能の向上と共に、一度縁切りして
も再度塗膜が密着し雨水を逃すための隙間が密閉されてしまうなどの問題が発生していた
。
【０００８】
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　このような塗膜の縁切り作業に生ずる種々の問題点を改善するため、例えば下記に示す
ような従来技術が提案されていた。
【特許文献１】特開２００７－５１５２１号公報この文献に記載される屋根材の縁切り部
材は、屋根材の重ね合わせ部に挿入する板状の本体と、本体の手前部に所定の位置決めを
するストッパーを有するものであり、屋根材小口部に挿入することで約２ｍｍの隙間を確
保して確実な縁切りを行ない、塗装後の縁切りを不要とすると共に、雨水の排出を確実な
ものとしていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、従来の縁切り部材は、屋根材小口部側にストッパを形成し、重ね合わせ部の隙
間に板状の本体の先端を差し入れストッパの端面に荷重をかけて打ち込む構成であったた
め、挿入する長さはせいぜい５ｃｍ程度と短く、この長さで小口部において十分な隙間を
確保しようとすると、屋根材に急激な反りが生じ、縁切り部材が挿入された外周部に荷重
を作用させると屋根材が破損する恐れがあった。
【００１０】
　又、従来の縁切り部材は、再塗装時に設置するもので新築時にセットする部材ではなく
、仮に新築時に従来の縁切り部材を設置する場合には、設置作業が煩雑となったり、又再
塗装時までに屋根材の反り等で離脱する恐れがあるなど問題点があった。
【００１１】
　この発明は、従来の屋根材の縁切り部材が有する上記の問題点を解消すべくなされたも
のであり、屋根材の水平方向の重ね合わせ部に形成される隙間を確保して、通気性を保つ
と共に、再塗装時の縁切り作業を不要とし、縁切り部材が挿入された外周部に荷重を作用
させても屋根材を破損する恐れのない縁切り部材を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、この発明の屋根材の縁切り部材は、表面を塗膜で被覆する平
板スレート系屋根材の再塗装時に屋根材小口部の塗膜が隙間を塞ぐのを防止するため屋根
材の重ね合わせ部に挿入する縁切り部材において、前記屋根材の横方向継目を挟んで載置
する一対の帯板と、この帯板の先端にあって隣接する前記屋根材の棟側小口部に係止する
頭部を備えることを特徴とするものである。
【００１３】
　帯板を載置する横方向継目の部分は屋根材の重ね合わせ部にある。その下方の継目は露
出しているため再塗装されるが、温度収縮等の作用で埋まらないため、この継目から雨水
が浸入する。浸入した雨水は軒先方向の縁切り部材に沿って流下し重ね合わせ部水平方向
隙間より屋根材表面を流下する。
【００１４】
　屋根材と野地板との間に滞留する湿気等は、横方向継目を通って外部に排出されるが、
帯板はその両側に配置されるため通気の妨げとならない。
【００１５】
　帯板は、重ね合わせ部で上側屋根材の小口部から下側屋根材の棟側小口部に至る長さを
有し、その厚みは先端で再塗装時に隙間が形成されるのに十分なものとするが、外周部と
の隙間を抑えるため頭部と繋がる基端部では薄めに形成する。
【００１６】
　頭部は隣接する屋根材の夫々の肩部分に架け渡しながら係止する構成である。
【００１７】
　請求項２記載の屋根材の縁切り部材の頭部は、前記帯板を突出し前方を山形に形成する
繋ぎ部と、この繋ぎ部の下面にあって前方及び後方に突出する下板を有し、この下板と帯
板との間に前記屋根材の棟側小口部を挿入することを特徴とするものである。
【００１８】
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　山形の繋ぎ部は浸入した雨水を左右に分けながら帯材に沿って屋根材の表面を流下させ
る。下板と帯板との間に屋根材を挿入する構造であるため、この縁切り部材は新築時に屋
根材を横方向一列に載置して釘止めした後、直ちに取り付けるものである。
【００１９】
　請求項３記載の屋根材の縁切り部材の頭部は、再塗装時の屋根材小口部の隙間に差し込
み可能な厚みであって、前記帯板を突出し前方を山形に形成する繋ぎ部と、この繋ぎ部の
下面にあって前方及び後方に突出する下板を有し、この下板と帯板との間に押込み用薄板
冶具を差し込むことを特徴とするものである。
【００２０】
　薄板冶具の全長は重ね合わせ部より長く、後端に荷重作用面を設ける。冶具先端に縁切
り部材の頭部を装着し、屋根材小口部の隙間から押し込み、帯板の後端が上側屋根材の内
部に収納された時点で押込みを停止し、冶具を引き出す。この時下板の後端は下側屋根材
の棟側小口部を越えている。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明の屋根材の縁切り部材は、一対の帯板を横方向継目を挟んで載置するので、屋
根材の水平方向の重ね合わせ部に形成される隙間を確保して、通気性を保つと共に、再塗
装時の縁切り作業を不要とする。
【００２２】
　帯板は、重ね合わせ部で上側屋根材の小口部から下側屋根材の棟側小口部に至る長さを
有するので、縁切り部材に起因する屋根材の反りが小さくなり、縁切り部材が挿入された
外周部に荷重を作用させても屋根材を破損する恐れがない。
【００２３】
　帯板先端にある頭部は、横一列に整列する屋根材の谷底に当たる棟側小口部に係止する
構成であるので、設置した後のずれが生じにくい。
【００２４】
　請求項２記載の縁切り部材は、頭部に山形に形成した繋ぎ部を設けるので、浸入した雨
水を左右に分けながら帯材に沿って屋根材の表面を流下させ、継目から更に下の屋根材下
面に侵入することを防止する。
【００２５】
　頭部の下板と帯板との間には屋根材を挟み込む間隙を設けるので新築時に横一列に敷き
並べた屋根材の棟側小口部を挿入することができ、再塗装時までの長期間に亘り、安定的
に設置することができる。
【００２６】
　新築時に縁切り部材をセットする作業は差込み作業がないので容易であり、又再塗装時
には直ちに塗装作業が可能である。
【００２７】
　請求項３記載の縁切り部材は、下板と帯板との間に薄板冶具を装着して押込むので、全
長の長い縁切り部材を屋根材の隙間に差し込むことが可能となる。押込み時に頭部下板の
後端が下側屋根材の棟側小口部を超過するので、冶具を引き出し時にとも下がりする恐れ
はなく縁切り部材の安定的な設置が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　次にこの発明の実施の形態を添付図面に基づき詳細に説明する。図１は縁切り部材を設
置する屋根材の平面配置図、図２は縁切り部材の平面図、図３は図１のIII－III断面を示
す拡大断面図である。平板スレート系屋根材１は、略家形をなしており、上半部には釘打
ち部として釘打ち穴２が複数箇所設けられている。
【００２９】
　耐水合板製からなる野地板３は屋根の骨組みを構成する図示しない木製の垂木の上に釘
打ちによって止められ、その上には防水シート４が張り付けられ、この上に屋根材１を釘



(5) JP 2010-59665 A 2010.3.18

10

20

30

40

50

を用いて打ち付け固定している。
【００３０】
　屋根材１は軒先側より野地板３に横方向一列に載置して釘止めした後、縦方向及び横方
向で所定間隔にずらした２段目の屋根材１を重ね合わせて配列し、これも釘止めした後、
更に３段目以降の屋根材１を同様にずらして配列する。
【００３１】
　横方向の継目５は、下半分が露出し、上半分が上部の屋根材１に覆われる構造で、縁切
り部材６は、この継目５の重ね合わせ部に挿入される。縁切り部材６は、横方向の継目５
を挟んで載置する一対の帯板７，７と、この帯板７の先端を連結する頭部８からなる。
【００３２】
　頭部８は、山形に形成する繋ぎ部９と、この繋ぎ部９の下面にあって前方に突出する前
方下板１０と後方に突出する後方下板１１を有する。前方・後方下板１０，１１はともに
円弧状に突出し、前方下板１０は先端を薄く繋ぎ部９方向には厚くする。後方下板１１と
帯板７との間には屋根材１を挿入し得る間隙を設ける。
【００３３】
　図３に示すように、帯板７は継目の重ね合わせ部で上側屋根材１の軒先側小口部１ａか
ら下側屋根材１の棟側小口部１ｂに至る長さを有し、その厚みは先端で再塗装時に隙間が
形成されるのに十分なもの（例えば４ｍｍ程度）とするが、外周部との隙間を抑えるため
頭部８と繋がる基端部では薄め（例えば２ｍｍ程度）に形成する。
【００３４】
　山形の繋ぎ部９は屋根材１の下面に浸入した雨水を左右に分けながら帯材７に沿って屋
根材１の表面を流下させ、重ね合わせ部水平方向隙間より外部に排出する役目を果たす。
【００３５】
　頭部８は、整列する屋根材１の谷底に当たる棟側小口部１ｂに係止する構成であるので
、新築時に設置することが容易であり、しかも設置した後のずれが生じにくい。
【００３６】
　次に再塗装時に設置する縁切り部材を図４乃至図７に基づき説明する。図４は別の実施
形態の縁切り部材の平面図、図５は屋根材に設置した状態の縁切り部材を示す拡大断面図
、図６は冶具に装着した状態を示す縁切り部材の平面図、図７は縁切り部材を屋根材に差
し込む状態を示す拡大断面図である。なお、図４乃至図７に記載する部材で図１乃至図３
において説明した部材と同様な構成・作用を示す部材は同一の符号を付して説明は省略す
る。
【００３７】
　再塗装時に設置する縁切り部材１０６の頭部１０８は、再塗装時の屋根材小口部１ａの
隙間に差し込み可能な厚み（例えば４ｍｍ程度）であって、帯板１０７を突出し前方を山
形に形成する繋ぎ部１０９と、この繋ぎ部１０９の下面にあって前方に突出する前方下板
１１０と後方に突出する後方下板１１１を有する。後方下板１１１と帯板１０７との間に
は押込み用薄板冶具１２を差し込む間隙を備える。
【００３８】
　薄板冶具１２は先端に縁切り部材１０６の頭部１０８を装着し、屋根材１の小口部１ａ
の隙間から押し込むための道具で、冶具１２の全長は帯板１０７及び屋根材１の重ね合わ
せ部より長く設定し、後端に荷重作用面１２ａを設ける。荷重作用面１２ａはハンマー等
を用いて打撃した場合に耐え得る構造とする。又、冶具先端には頭部１０８を嵌合する凹
部１２ｂを形成する。
【００３９】
　帯板１０７の後端が上側屋根材１の軒先側小口部１ａから内部に収納された時点で冶具
１２の押込みを停止する。この時後方下板１１１の後端は図５に示すように、下側屋根材
１の棟側小口部１ｂを越えている。このため冶具１２を引き出す時、縁切り部材１０６が
共下がりしても後方下板１１１が棟側小口部１ｂに係止するため所定位置に設置できる。
【図面の簡単な説明】
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【００４０】
【図１】縁切り部材を設置する屋根材の平面配置図である。
【図２】縁切り部材の平面図である。
【図３】図１のIII－III断面を示す拡大断面図である。
【図４】別の実施形態の縁切り部材の平面図である。
【図５】屋根材に設置した状態の縁切り部材を示す拡大断面図である。
【図６】冶具に装着した状態を示す縁切り部材の平面図である。
【図７】縁切り部材を屋根材に差し込む状態を示す拡大断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　屋根材
　３　野地板
　５　継目
　６　縁切り部材
　７　帯板
　８　頭部
　９　繋ぎ部
　１０　前方下板
　１１　後方下板
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